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みなさまの取組で保険料率が変わります！ 職場内で掲示・回覧し情報を共有しましょう！

公式LINE
友だち募集中

令和7年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証は使用することができなくなります。今後は、原則マイ
ナ保険証に一本化されます。お早めにマイナンバーカードを取得のうえ「健康保険証利用登録」を行いマイ
ナ保険証を利用しましょう。　　　

マイナ保険証で受診すると、初めての医療機関等でも特
定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切
な医療が受けられます。（本人が同意した場合のみ）

マイナ保険証で受診すると、限度額適用認
定証がなくても、自己負担限度額を超える
医療費の立替払いが不要となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況は、
マイナポータル（右の二次元コード）で確認することができます。

　をご提出ください

第三者の行為によるケガで健康保険を使う場合は、

でかかりましょう

　第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者
負担が原則です。

　健康保険で診療を受ける場合、加害者が負担すべき治療費を
協会けんぽが一時的に立て替えて支払うことになります。
　後日、その費用を加害者（または加害者が加入している損害保
険会社等）に対し請求をするため「第三者行為による傷病届」の
提出が必要になります。

なぜ届出が必要？
　示談をするときは、事前に協会けんぽ新潟
支部までご連絡ください。
　相手に過失があるにもかかわらず、「健康
保険で治療を受けるから治療費等はいらな
い」という内容の示談をした場合は、損害賠
償請求権を放棄したことになり、健康保険の
使用ができなくなる可能性があります。

示談は慎重に

例えば
こんなとき…

マ イ ナ 保 険 証
※マイナ保険証…マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの

「第三者行為による傷病届」
●交通事故　●暴力行為
●他人のペットにかまれた
●ゴルフやスキー等で他人の行為により負傷した

※仕事中や通勤途中のケガの場合は、健康保険は使用できません。
　管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

健康保険証が使用できるのは令和７年12月1日までです！

医療情報の共有化で質のよい
医療が受けられます！

メリットメリット
手続きなしで高額な

窓口負担が不要となります！

メリットメリット

医療機関等の受診は医療機関等の受診は






